
償却資産の申告期限は令和８年２月２日（月）です。
◆1月1日現在で償却資産（詳細は2ページ参照）を所有している方は、申告義務があります。

◆提出先は、横浜市償却資産センター（財政局償却資産課）です。詳しくは６ページを御覧くだ
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Ⅰ　償 却 資 産 と は

　令和８年１月１日現在事業の用に供することができる資産のうち、次の（１）（２）の要件を満たす
ものです。
（１

◎次のような資産も事業の用に供することができる状態であれば申告の対象となります。
ア　建設仮勘定で経理されている資産
イ　決算期以後１月１日までの間に取得された資産で、まだ固定資産勘定に計上されていない資産
ウ　簿外資産（会社の帳簿に記載されていない資産）
エ　償却済資産（減価償却が終わった資産）
オ　遊休資産（稼働を休止しているが、いつでも稼働できる状態にある資産）
カ　未稼働資産（既に完成しているが、未だ稼働していない資産）
キ　借用資産（リース資産）で、契約の内容が割賦販売と同等である資産（リース資産は５ページ参照）

償却資産を「資産の種類」ごとに例示しますと、次のとおりです。
１　　資産の種類ごとの主な償却資産

２　　申告する資産とは

資 産 の 種 類 主 な 償 却 資 産 の 内 容

第１種 構 築 物
（建物附属設備を含む）

第２種 機 械 及 び 装 置

第３種 船 舶

第４種 航 空 機

第５種 車両及び運搬具

第６種 工具、器具及び備品

工作機械、印刷機械等の各種産業用機械、ブルドーザー・パワーショ
ベル等の建設機械に該当する大型特殊自動車（ナンバープレートの分
類番号が「０」、「００～０９」、「０００～０９９」、「００Ａ～０９Ｚ」、
「０Ａ０～０Ｚ９」及び「０ＡＡ～０ＺＺ」）、駐車場機械装置等

フォークリフト等の大型特殊自動車（ナンバープレートの分類番号
が「９」、「９０～９９」、「９００～９９９」、「９０Ａ～９９Ｚ」、「９
Ａ０～９Ｚ９」及び「９ＡＡ～９ＺＺ）及び農耕作業用の自動車で
最高時速が毎時35km以上のもの並びに台車等。ただし、自動車税・
軽自動車税の対象になる乗用車、トラック等は除きます。

建物附属設備
１　建物の所有者が取り付けた建物附属設備のうち、受変電設備、
中央監視制御装置、特定の生産又は業務用の設備等
２　テナントの方が賃借している家屋に施工した内装、造作、建築設
備（これらを特定附帯設備といいます。）（詳しくは19ページ参照）

事務机、事務椅子、陳列ケース、テレビ、パーソナルコンピュータ、
プリンター、ルームエアコン、金庫、ゲーム機器等

飛行機、ヘリコプター等

遊覧船、ボート、はしけ等

駐車場の舗装、屋上看板等の広告設備、門、塀、緑化施設、よう壁等

　償却資産とは、土地及び家屋以外の事業の用に供することができる資産で、その減価償却額又は減価償
却費が法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上、損金又は必要な経費に算入されるもののうち、
その取得価額が少額である資産その他の政令で定める資産以外のもの（これに類する資産で法人税又は所
得税を課されない者が所有するものを含みます。）をいいます（地方税法第341条第４号＜固定資産税に関
する用語の意義＞）。
　償却資産の所有者は、地方税法第383条の規定により、毎年１月31日までに１月１日（賦課期日）現在
における償却資産の所有状況について、必要な事項をその所在地の市町村長に申告する義務があります。

）土地及び家屋以外の有形の固定資産で、所得税法又は法人税法の所得の計算上、減価償却の対象
となる資産（土地及び家屋の用語の意義は、地方税法第341条の規定によります。）

ク　取得価額が30万円未満の資産で、税務会計上租税特別措置法第28条の２又は第67条の５の適用に
　より即時償却した資産
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　償却資産を「業種」別に例示しますと、次のとおりです。（　）内の数字は、各資産の耐用年数です。
３　　業種別の主な償却資産

業　　種 主　な　償　却　資　産　の　内　容

共 通

タイムレコーダー（5）、事務机（ 、事務椅子 、応接セット（8）、ロッカー
（ 、キャビネット ）、金庫（ 、レジスター（5）、コピー機（5）、ルーム
エアコン（6）、パーソナルコンピュータ（4）、サーバー（5）、LAN配線（ 、
看板 、受変電設備（ 、舗装路面 、その他

飲 食 業 食卓（5）、椅子（5）、厨房用品（5）、カラオケ（5）、冷蔵庫（6）、その他

理 容 業
美 容 業

理・美容椅子（5）、消毒殺菌器（5）、タオル蒸器（5）、パーマ器（5）、サインポー
ル（3）、湯沸かし器（6）、その他

クリーニング業 洗濯機 、脱水機 、ドライ機 、プレス 、給排水設備 、その他

小 売 業
食肉鮮魚販売業

冷凍機（9）、肉切断機（9）、挽肉機（9）、電子秤（5）、冷蔵ストッカー（4）、
陳列ケース（６又は８）、冷蔵庫（6）、自動販売機（5）、その他

加工・修理業 旋盤 、ボール盤 、フライス盤（ 、プレス 、圧縮機
、測定工具（5）、検査工具（5）、工業用水道（ 、その他

医 業
歯 科 医 業

レントゲン機器（6）、調剤機器（6）、ファイバースコープ（6）、消毒殺菌用機
器（4）、手術機器（5）、歯科診療ユニット（7）、その他

不動産貸付業 立体駐車場のターンテーブル及び機器部分（ 、金属造の塀（ 、コンクリー
ト造の塀 、緑化施設（植木等） 、太陽光発電設備 、その他

農 業 果樹棚 ）、ビニールハウス 、農機具（トラクター（7）等）、その他

取得時期 取得価額 国税の取扱い 固定資産税（償却資産）の取扱い

個
人
の
場
合

得した資産
（平 １月１日前に取
得した資産については、横
浜市償却資産センターにお
問い合わせください。）

必 要 経 費 申 告 対 象 外※

３年間一括償却 申 告 対 象 外※

減 価 償 却 申 告 対 象

減 価 償 却 申 告 対 象

法

人

の

場

合

始された事業年度に取得し
た資産
（平 ４月１日前に開
始された事業年度に取得し
た資産については、横浜市
償却資産センターにお問い
合わせください。）

損 金 算 入 申 告 対 象 外※

３年間一括償却 申 告 対 象 外※

減 価 償 却 申 告 対 象

３年間一括償却 申 告 対 象 外※

減 価 償 却 申 告 対 象

減 価 償 却 申 告 対 象

※対象資産に制限がありますので、21ページ（注６）を参照してください。

（２）耐用年数が１年を超えて取得価額（１個又は１組当たり）が10万円以上の資産
　　（ただし、法人の場合、10万円未満の資産でも減価償却した資産は申告の対象となります。）
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　賃貸用のアパート・ビル・駐車場を所有されている方は、土地・家屋の固定資産税とは別に、償却資産
に固定資産税がかかります。
　償却資産に該当するものを例示しますと、次のとおりです。これらは、土地・家屋として評価すべきも
のではなく、償却資産として申告が必要なものです。
　なお、所有されている資産が償却資産として申告対象なのかどうかわからない場合は、償却資産セン
ターへお問合せください。

～賃貸用の不動産を所有されている方へ～
償却資産の申告が必要です！

償却資産として申告していただく資産の例

資産の種類 資　産　例

構 築 物 外構工事（駐車場舗装、門、塀、側溝、緑化施設(植栽)、ネット、フェンス、自
転車置場、外灯）、看板等の広告設備、ごみ置き場など

建 物 付 属 設 備
機 械 ・ 装 置

受変電設備（キュービクル）、電力引込設備、屋外給排水設備、屋外ガス設備、
太陽光発電設備（屋根材一体型ソーラーパネルを除く）など

工具・器具・備品 ルームエアコン（壁掛型）、郵便受、宅配ボックスなど

自転車置場・サイクルラック

屋外照明設備（外灯）

側溝

郵便受・宅配ボックス

緑化施設（植栽）

ごみ置き場

よう壁

舗装路面等（アスファルト
・コンクリート・砂利）

車止め
ライン引き

太陽光発電設備

看板

受変電設備
（キュービクル）

塀・フェンス

ルームエアコン

電力引込設備
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Ⅱ　償却資産の申告について

　工場や商店を営んでいたり、駐車場やアパートを貸し付けていたりするなど、事業を行っている方で、
１月１日現在に償却資産を所有している方です。

○　所有権留保付売買資産については、原則として買主の方が申告してください。
○　償却資産を共有されている方は、共有名義の申告となりますので、各々の持分に応じて個々に
申告するのではなく、代表者を決めて申告してください（９ページの記入例を参照してください。）。
○　　償却資産を所有していない場合は、申告書の項番20「該当資産なし」に✓を入れて、提出に御協
力ください（９ページの記入例を参照してください。）。

１　　申告していただく方

３　　提出していただく書類

　ファイナンス・リース取引のうち、所有権移転外ファイナンス・リースについて、国税においては、

のとされましたが、固定資産税（償却資産）においては、従来どおりリース会社等の資産の貸主（所有
者）が、当該資産を申告する必要があります。

２　　リース資産について

（１）必ず提出していただくもの
資産の所在する区ごとに作成した　①「償却資産申告書」　②「種類別明細書」
◎前年中に資産の増加及び減少がない場合でも、「種類別明細書」を必ず提出してください。

（２）該当する資産がある場合に提出していただくもの
非課税資産を所有されている場合 ････････････････ 非課税適用届出書、事実を証明する書類
課税標準の特例がある資産を所有されている場合 ･･ 課税標準特例該当資産届出書兼明細書、
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　事実を証明する書類
短縮耐用年数を適用された場合 ･･････････････････ 国税局長の承認通知書（写）
増加償却をされた場合 ･･････････････････････････ 税務署長への届出書（写）
減免該当資産を所有されている場合 ･･････････････ 減免申請書、事実を証明する書類

22 備考」欄に添付書類の名称を記載してください。
（３）番号法に定める本人確認の資料
　償却資産申告書にはマイナンバー（個人番号）（12桁）又は法人番号（13桁）の記載が必要です
（既に＊（アスタリスク）が印字されている場合、又は共有の場合は記載不要です。）。
　

ア　本人が申告書を提出する場合
番 号 確 認 資 料 「マイナンバーカード※１」「通知カード※２」「住民票の写し（個人番号付き）」等

身 元 確 認 資 料 ①「マイナンバーカード※１」「運転免許証」「旅券」等（①が困難な場合、②でも可）
②「横浜市から送付された氏名・住所（住民登録地）が印字済の償却資産申告書」等

※１　本人が申告書を提出する場合、マイナンバーカードは番号確認及び身元確認の両方の確認資料となります。
イ　代理人が申告書を提出する場合
本 人 の
番号確認資料の写し

「本人のマイナンバーカード」「本人の通知カード※２」
「本人の住民票（個人番号付き）の写し」等

代理人の身元確認資料 「代理人のマイナンバーカード」「代理人の運転免許証」「代理人の旅券」
「代理人の税理士証票」「登記事項証明書及び社員証（代理人が法人の場合）」等

代 理 権 確 認 資 料 「税務代理権限証書」「委任状」等
※２　「通知カード」については、令和２年５月25日に廃止されました。通知カードの記載事項が住民票の記

載事項と一致している場合は、番号確認資料として引き続き御利用いただけます。

地方税法第383条の規定により、毎年1月1日（賦課期日）現在の所有状況を申告する義務があります。

　マイナンバー（個人番号）を記載した申告書を提出いただく際、番号法に定める本人確認（番号確認、
身元確認又は代理権確認）を実施します。窓口・郵送による申告の際は、以下の本人確認資料を御提示
又は写しを御提出ください。また、eLTAX（電子申告）による申告の場合で、事業の新規開始による
初めての提出や、申告先に番号確認資料の提出実績がない場合は、番号確認資料の添付が必要です。
　なお、法人番号を記載した場合には本人確認資料の提示・添付は不要です。
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　独自の電算システム等を使用して申告される場合は、毎年度、増減のあった資産だけでなく、１月１
日（賦課期日）現在横浜市内に所有しているすべての償却資産について申告してください。
　償却資産申告書及び種類別明細書記入例（12～13ページ）を参考に次のとおり書類を作成し、提出
してください。

４　　企業の電算処理により申告をされる場合（横浜市では全資産申告となります）

償却資産申告書

令和８年２月２日（月）です。
５　　提 出 期 限

６　　提　出　先

【アクセス】

・みなとみらい線  日本大通り駅

　３番出口から  徒歩３分

・市営バス  大さん橋入口バス停

　下車  徒歩1分

・市営バス  芸術劇場・ＮＨＫ前バス停

　下車  徒歩２分

案内図
大さん橋

山下公園産 業 貿 易
センタービル

大さん橋入口

シ
ル
ク
セ
ン
タ

神奈川
県民ホール

開
港
広
場

横浜開港
資料館

神
奈
川
県
庁

横
浜
港

郵
便
局

（みなとみらい線）

至横浜
日本大通り 3番出口

芸術劇場・NHK前

NHK
横浜放送局

神 奈 川
芸術劇場

横浜市償却資産センター
〒231-8343　横浜市中区山下町２番地　産業貿易センタービル５階
窓口は以下のとおり受付時間が限られており混雑しますので、eLTAXによる電子申告又は郵送を
御利用ください。また、ファックスによる申告は受け付けておりません。
　eLTAXの御利用方法については23ページを御覧ください。

◎窓口受付時間：午前８時45分から午後５時15分まで（土・日・祝日を除く）
◎申告書の控えについて

※　口座振替をご希望の方へ
　◎第１期から口座振替を御希望の方は提出期限までに必ず提出して下さい。
　【お問い合わせ先】
　　口座振替について：財政局納税管理課（TEL：045-671-3747）

１　独自の申告書を使用する場合は、申告書等送付番号を確認するため、本市の
申告書（又はお知らせのはがき）を添付するか又は申告書等送付番号を必ず転
記してください。
２　資産の数量欄が無い場合は、資産件数（又は数量）を備考欄に記入してくだ
さい。（資産の種類毎に種類別明細書の１行を１件として集計又は数量を集計し
てください。）
３　評価額ホの欄を必ず記入してください。

　郵送による提出で、申告書の控え（受付印を押印したもの）の返送が必要な場合は、必ず「申告書・
種類別明細書それぞれの控え」及び「切手を貼り付けた返信用封筒」を同封してください。

１　次の項目は必ず記載してください。
　　資産の種類・資産の名称・数量・取得年月・取得価額・減価残存率・耐用年数（改
正耐用年数も含む）・価額・特例率（該当有の場合）・増減事由（１～６）
２　評価額は22～23ページを参照のうえ算出してください。
３　税制改正等により耐用年数を変更された資産がある場合は、摘要欄にその旨
を記載してください。

種類別明細書
（全資産用・プレ申告用）

又は
（増加資産・全資産用）
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　独自の電算システム等を使用して申告される場合は、毎年度、増減のあった資産だけでなく、１月１
日（賦課期日）現在横浜市内に所有しているすべての償却資産について申告してください。
　償却資産申告書及び種類別明細書記入例（12～13ページ）を参考に次のとおり書類を作成し、提出
してください。

４　　企業の電算処理により申告をされる場合（横浜市では全資産申告となります）

償却資産申告書

令和８年２月２日（月）です。
５　　提 出 期 限

６　　提　出　先

【アクセス】

・みなとみらい線  日本大通り駅

　３番出口から  徒歩３分

・市営バス  大さん橋入口バス停

　下車  徒歩1分

・市営バス  芸術劇場・ＮＨＫ前バス停
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至横浜
日本大通り 3番出口

芸術劇場・NHK前

NHK
横浜放送局

神 奈 川
芸術劇場

横浜市償却資産センター
〒231-8343　横浜市中区山下町２番地　産業貿易センタービル５階
窓口は以下のとおり受付時間が限られており混雑しますので、eLTAXによる電子申告又は郵送を
御利用ください。また、ファックスによる申告は受け付けておりません。
　eLTAXの御利用方法については23ページを御覧ください。

◎窓口受付時間：午前８時45分から午後５時15分まで（土・日・祝日を除く）
◎申告書の控えについて

※　口座振替をご希望の方へ
　◎第１期から口座振替を御希望の方は提出期限までに必ず提出して下さい。
　【お問い合わせ先】
　　口座振替について：財政局納税管理課（TEL：045-671-3747）

１　独自の申告書を使用する場合は、申告書等送付番号を確認するため、本市の
申告書（又はお知らせのはがき）を添付するか又は申告書等送付番号を必ず転
記してください。

２　資産の数量欄が無い場合は、資産件数（又は数量）を備考欄に記入してくだ
さい。（資産の種類毎に種類別明細書の１行を１件として集計又は数量を集計し
てください。）

３　評価額ホの欄を必ず記入してください。

　郵送による提出で、申告書の控え（受付印を押印したもの）の返送が必要な場合は、必ず「申告書・
種類別明細書それぞれの控え」及び「切手を貼り付けた返信用封筒」を同封してください。

１　次の項目は必ず記載してください。
　　資産の種類・資産の名称・数量・取得年月・取得価額・減価残存率・耐用年数（改
正耐用年数も含む）・価額・特例率（該当有の場合）・増減事由（１～６）

２　評価額は22～23ページを参照のうえ算出してください。
３　税制改正等により耐用年数を変更された資産がある場合は、摘要欄にその旨
を記載してください。

種類別明細書
（全資産用・プレ申告用）

又は
（増加資産・全資産用）

Ⅲ　申告書類の作成方法 （一般処理方式による申告）

１ 作成の単位
　資産の所在する区ごとに「償却資産申告書」、「種類別明細書」を作成してください。
○　同一区内に２か所以上の事業所がある場合は、区内の事業所分をまとめ記載してください。
○�　以下は紙による申告書類の記載方法です。電子申告により提出される方は、横浜市ウェブサイトを
御覧ください。

２ 作成していただく書類
　「償却資産申告書」及び「種類別明細書」を次の注意事項に従って作成してください。
　なお、本市から申告書類をお送りしていない、企業の電算処理により申告をされる方は、６、12～13
ページを参照のうえご自身が利用している様式により調製をお願いします。

書 類 名 項 番 注　意　事　項

償却資産申告書

１

６

10～21

・�『住所』の欄には納税通知書送付先を印字しています。２の「公簿上の住所
又は所在地」と同じ場合は、その情報を印字してお送りしています。
　�『納税通知書送付先』を変更する場合は、同封の『送付先情報記載用紙』に新
たな送付先を記載し返送してください。（※申告書に直接記載はしないでく
ださい。）
・事業種目には日本標準産業分類（中分類）を日本語で記載してください。
　日本産業分類については14ページをご参照ください。
・チェックボックスは丁寧に✓（チェックマーク）を記載してください。

種 類 別 明 細 書
（全資産用・プレ申告用）

・様式下部に記載の注意事項をよく読んで、必要事項を漏れなく記入してください。
特に「異動区分」に記入漏れが無いか、改めてご確認をお願いします。

※�お送りした書類は複写式ではありません。受付印が押印された「控え」をご希望の方は、必ず提出用を複写するなどし
て自身でご準備をお願いします。郵送で提出される場合には、上部に「控え」と目立つように記入した「控え」と、切手
を貼付した返信用封筒を同封してください。
※�非課税・特例対象資産を所有されている方は、申告書と共に各届出書を御提出ください。詳細については16、17ページ
を御覧ください。

３ 申告していただく事項
（１）取 得 価 額
　取得価額とは、償却資産を取得するために支出した金額をいい、引取運賃、荷役費、運送保険料、
関税、その他その償却資産を事業の用に供するために直接要した費用を含みます。
　取得価額の算出方法は、法人税又は所得税の取扱いと同じです。ただし、圧縮記帳の制度は認めら
れていませんので、国庫補助金等の圧縮額がある場合は、その金額を加えた額を記入してください。
　また、固定資産税の評価上、事業専用割合等による取得価額のあん分は認められていませんので、
その資産の取得価額で申告してください。
　取得価額が30万円未満の資産については、法人税法及び所得税法において特別の償却方法が認めら
れていますが、その場合の償却資産の取扱いについては、３、21ページの一覧表にて御確認ください。

（２）耐 用 年 数
　耐用年数は、法人税又は所得税の申告で用いるものと同じ耐用年数を記入してください。
　耐用年数には、次の３種類があります。
　ア　法定耐用年数 ………… 減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表を御覧ください。
　　　　　　　　　　　　　　基本的に、この耐用年数により申告してください。
　イ　中古見積耐用年数 …… 耐用年数省令第３条の規定により見積もった耐用年数。
　ウ　短縮耐用年数 ………… �法人税法又は所得税法の規定により耐用年数の短縮について国税局長

の承認を受けたときのその耐用年数をいいます。なお、この場合は国
税局長の承認通知書の写しを申告書に添付して提出してください。

（３）そ　の　他
　所在、種類、数量、取得時期、その他償却資産課税台帳の登録及び価格の決定に必要な事項を、償
却資産申告書及び種類別明細書記入例（８～11ページ）を参考に申告してください。
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法人の場合は登記上の住所、
個人の場合は住民登録地の住
所を印字しています。

記入しなくて構いません。

印字されている送付先以外の
場所に納税通知書を送付して
ほしい場合には、申告書が送
付された際の宛先が書かれて
いた用紙の裏面「送付先情報
記載用紙」に記入してくださ
い（この欄には書かないでく
ださい）。

種類別明細書に記入した前年
中に減少した資産の取得価額
を記入してください。

既に申告している資産につい
て訂正がある場合には、該当
箇所を二重線で抹消し、正し
い取得価額を記入してくださ
い（資産の増減ではありませ
ん。）。

この申告書の内容について応答で
きる方のご連絡先、氏名を記入し
てください。

企業の電算処理により申告
する方は、計算した評価額、
決定価格、課税標準額及び
数量を記入してください。

個人の場合はマイナンバーを、法人の場合は
法人番号を記入してください（すでに＊が印
字されている場合は記入しなくて結構です。）。

種類別明細書に記入した前年
中に増加した資産の取得価額
を記入してください。

４ 一般処理方式による償却資産申告書の記入例
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第
二
十
六
号
様
式
　（
提
出
用
）（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）（
第
十
四
条
関
係
）

資本金等円単位で記入
してください。

良い例

悪い例

チェック記号

左記の例のとおり、丁寧にチェックマークを記載してください。

機械での読み取りができなくなります。

説　明

所在する償却資産の内容が前
年度と同じ場合は、□を付け
てください。

借用資産の有無について□を
付け、ある場合には貸主の名
称等を記入してください。

区内に所在する資産の所在地
を記入してください。

償却資産が所在する家屋につ
いて、自己所有か借家か、該
当するほうに□を記入してく
ださい。

該当する項目に□を付けてく
ださい。

【変更になりました】
「区コード２ケタ＋申告書等
送付番号１５ケタ」が事業者
を識別する番号になります。 

チェックボックス記載例

該当資産なしの場合は
□を付けてください。

共有者がいる場合は備考欄に
記載してください。
例）共有者：償却太郎　横浜市中区港町〇-〇
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所　　有　　者　　名
枚のうち

枚　目

物　件　番　号 資　産　の　名　称　等

行

番

号
分
区
動
異

類
種
の
産
資

（注2）（注1）

取　得　価　額

取得年月数

量
得
取
日
元

号
年 年 月 数

年
用
耐

率
存
残
価
減

年度
種類別明細書（全資産

）ロ（）イ（

小 計

注意１
注意２
注意３
注意４
注意５
注意６

「異動区分」の欄は、１増加、２減少、3訂正　のいずれかの数字をご記載ください。
「資産の種類」の欄は、１　構築物　２　機械及び装置　３　船舶　４　航空機　５　車両及び運搬具　６　
「取得年月」の欄は、３　昭和　４　平成　５　令和　のいずれかの数字をご記載ください。
「元日取得」の欄は、元日（１月１日）に取得した場合には１をご記載ください。
「異動区分」が２減少の場合、「取得価額」の欄に減少後の「取得価額」（（例）全部減少の場合は「0」が入
「増減事由」の欄は、１新品取得、２中古品取得、３売却、４滅失、５移動、６その他　のいずれかの数字

１

２

３

４

５

６

７

８

９

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

（注3）

（注4） （注5）

★「物件番号」、「価額」、
「課税標準の特例」及
び「課税標準額」の欄
は、企業の電算処理に
よる申告をする場合の
み記入してください。

横
浜
市
使
用
欄
の
た
め
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

横
浜
市
使
用
欄
の
た
め
記
載
し
な
い
で
く
だ
さ
い
。

異動のあった資産の行に
「異動区分」を必ず記入
してください。
１…増加
２…減少
３…訂正
※既に申告している資産
について誤りがある場合
には、異動区分に「３」訂
正を記入し、一部減少ま
たは全部減少の場合には
異動区分に「２」減少を
記入してください。

新たに取得した資産の種
類を記入してください。
１…構築物
２…機械及び装置
３…船舶
４…航空機
５…車両及び運搬具
６…工具、器具及び備品

元日に取得した場合は、
「元日取得」の欄に「１」を
記入してください。

既に申告している内容について訂正がある場合
には、異動区分に「３」を記入し、訂正する欄を
二重線で抹消し、直上に正しい内容を記入し、
摘要欄に説明を記入してください。

５ 種類別明細書（全資産用・プレ申告用）記入方法
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産用・プレ申告用）

価　　額

課 税 標 準
の　特　例

課　税　標　準　額
率 コード

）ハ（）

摘　　要
由
事
減
増

※※

帳票識別コード
申告区分
処理方式

申告書等送付番号

□ 当初申告 ・ □ 修正申告
□ 一般処理 ・ □ 電算処理

工具、器具及び備品　のいずれかの数字をご記載ください。

入ります）を、「摘要」の欄に減少前の「取得価額」をご記載ください。
字をご記載ください。

横 浜 市

（注6）

第
二
十
六
号
様
式
別
表
一
（
提
出
用
）（
用
紙
日
本
産
業
規
格
Ａ
４
・
草
色
）（
第
十
四
条
関
係
）

全部を除却した場合は、「資産の名称等」の欄から
「課税標準額」の欄までを二重線で抹消し、取得価
額の欄に「０」を記入してください。増減事由には
該当する事由の番号を記入してください（物件番
号は抹消しないでください。）。

前年前に取得した資産を申告し忘
れていた場合は、その旨を記入して
ください。

課税標準の特例措置に該当する資
産の場合は、その旨を記入し、別途
「特例該当資産届出書」を提出して
ください。

前年中に取得した資産がある場
合は、「異動区分」から「耐用年数」
まで、及び「増減事由」を記入して
ください。

一部を除却した場合は、「取得価額」
の欄を二重線で抹消し、直上に残
存している部分の取得価額を記入
し、摘要欄に内訳を記入してくだ
さい。

異動のあった資産の行に「増減事由」
を必ず記入してください。
１新品取得、２中古品取得、３売却
４滅失、５移動、６その他

※異動区分が
「１」増加の場合・・・１、２、５、６
「２」減少の場合・・・３、４、５、６
を記入してください。
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Ⅳ　申告書類の作成方法 （企業の電算処理による申告）

１ 作成していただく書類
　独自の電算システム等を使用して申告される場合は、毎年度、増減のあった資産だけでなく、１月１
日（賦課期日）現在横浜市内に所有している全ての償却資産について申告してください。
　資産内容が前年度と変更がない場合でも、全資産の種類別明細書（評価額、課税標準額等を記入）を
添付してください。なお、今年度（R８）申告の「前年前に取得したもの イ」の取得価額と前年度（R７）
申告の「計 ニ 」の取得価額は一致します。一致しない場合はその理由を備考欄等に明記してください。

償 却 資 産 申 告 書

１�　独自の申告書を使用する場合は、申告書等送付番号（17ケタ）を確認
するため、本市からお送りした「申告の案内はがき（又は申告書）」を添
付するか必ず転記してください。
２�　資産の数量の欄が無い場合は、資産件数（又は数量）を備考欄に記入
してください（資産の種類毎に種類別明細書の１行を１件として集計又
は数量を集計してください）。
３　評価額 ホ の欄は必ず記入してください。

種 類 別 明 細 書
（全資産用・プレ申告用）

又は
（増加資産・全資産用）

１　次の項目は必ず記載してください。
　�資産の種類、資産の名称、数量、取得年月、取得価額、減価残存率、
耐用年数※、価額、特例率（該当有の場合）、増減事由（１～６）
※改正耐用年数がある場合は摘要欄等にその旨記載してください。

２　評価額は、22、23ページを参照のうえ算出してください。
３　�税制改正等により耐用年数を変更された資産がある場合は、摘要欄に
その旨を記載してください。

２ 償却資産申告書と種類別明細書（増減資産・全資産用）の記入方法
　申告書・種類別明細書の記入方法は、原則として８～11ページによりますが、次の点にご注意ください。

＜償却資産申告書＞

2025年10月1日に適格合併により法人格に変更あり

00123456789012345横浜市長（鶴見区）

８ １ 20 

横浜市鶴見区鶴見中央3丁目20-1
3000020141003 1

１

19,044,555 19,044,555 19,044,555

19,044,555 19,044,555 19,044,000 

横浜市中区本町6丁目50番地の10

納税通知書送付先について設定しました。

② ③ ④ ⑤

①区コードを含む17桁を記載

評価額は必ず記入し、１円単位まで記入してください。

使用される様式が、旧地方税法規則様式で「住所（納税通知書送付先）」と
「公簿上の住所」の欄に分かれていない場合で『納税通知書送付先』を設定・
変更する際は、備考欄にその旨記載してください。

合併等で、法人格に変更がある場合は、①の欄は
記入せず、備考欄にその旨記載してください。

令和８年度
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番号 記　入　欄 記　入　方　法　等

① 申告書等送付番号

　横浜市で送付する申告書以外を使用して申告される場合は、送付し
た「申告案内はがき（又は申告書）」に記載の申告書等送付番号（17桁）
を転記するか、申告案内はがき（又は申告書）を添付してください。
　ただし、合併等により法人格に変更がある場合は、旧法人の申告書
等送付番号を記入せずにその旨備考欄に記載してください。

② 評　 価　 額　ホ
　種類別明細書（全資産用・プレ申告用）の「価額 ハ 」欄の額を資
産の種類毎に合計し、記入してください。

③ 決  定  価  格　ヘ 　「評価額 ホ 」欄の合計額を資産の種類ごとに記入してください。

④ 課 税 標 準 額　ト
　種類別明細書（全資産用・プレ申告用）の「課税標準額」欄の額を
資産の種類毎に合計し、その合計額の1,000円未満の端数を切り捨て
た額を「７合計」欄に記入してください。

⑤ 数 量
　種類別明細書（全資産用・プレ申告用）の１行を１件として集計又
は資産の種類毎に種類別明細書に記載の数量を資産の種類毎に合計
し、記入してください。

＜種類別明細書（全資産用・プレ申告用）＞

〔ご準備されている種類別明細書に本市様式の項目が無い場合は、その項目は記載不要です。〕

番号 記　入　欄 記　入　方　法　等

⑥ 資 産 の 種 類
資産の種類に該当する次の１から６までの数字を記入してください。
　１：構築物　　２：機械及び装置　　　３：船舶
　４：航空機　　５：車両及び運搬具　　６：工具、器具及び備品

⑦
物 件 番 号
（資産コード）

独自に設定した物件番号（資産コード）を記入してください。

⑧ 元 日 取 得 元日（１月１日）に取得した資産については１を記載してください。

⑨ 耐 用 年 数 資産（行）ごとに、応じた耐用年数を記載してください。

⑩ 減 価 残 存 率　ロ
22ページ［減価残存率表］により、取得時期と耐用年数に応じた値を
記入してください。

⑪ 価 額　ハ 22ページ 評価額の計算方法  により算出した評価額を記入してください。

⑫
課税標準
の 特 例

率
課税標準の特例の適用を受ける資産については、地方税法（旧法含む）
に規定された特例率を記載してください。

コード 記入する必要はありません。

⑬ 課 税 標 準 額
⑪の値をそのまま記入してください。ただし、課税標準の特例がある
場合は⑪の値に⑫の特例率を乗じて算出し、記入してください。

⑭ 増 減 事 由 
横浜市では全資産申告のため新規取得した資産の増加事由を記載して
ください。

１ 2026100001 舗装路面（コンクリート敷） １ ５ ７ ９ 20,500,060 0.929 19,044,555 19,044,555 １1501

⑥⑥ ⑦⑦ ⑧⑧ ⑨⑨ ⑩⑩ ⑪⑪ ⑫⑫ ⑬⑬ ⑭⑭
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Ⅴ　申告書に記載する事業種目（日本標準産業分類）について
　申告書に記載の事業種目については、以下の表をご確認のうえ該当の中分類を日本語で記載してください。

大分類 中分類 コード

農業，林業
農業 Ａ０１
林業 Ａ０２

漁業
漁業（水産養殖業を除く） Ｂ０３
水産養殖業 Ｂ０４

鉱業，採石業，
砂利採取業 鉱業，採石業，砂利採取業 Ｃ０５

建設業
総合工事業 Ｄ０６
職別工事業（設備工事業を除く） Ｄ０７
設備工事業 Ｄ０８

製造業

食料品製造業 Ｅ０９
飲料・たばこ・飼料製造業 Ｅ１０
繊維工業 Ｅ１１
木材・木製品製造業（家具を除く） Ｅ１２
家具・装備品製造業 Ｅ１３
パルプ・紙・紙加工品製造業 Ｅ１４
印刷・同関連業 Ｅ１５
化学工業 Ｅ１６
石油製品・石炭製品製造業 Ｅ１７
プラスチック製品製造業（別掲を除く） Ｅ１８
ゴム製品製造業 Ｅ１９
なめし革・同製品・毛皮製造業 Ｅ２０
窯業・土石製品製造業 Ｅ２１
鉄鋼業 Ｅ２２
非鉄金属製造業 Ｅ２３
金属製品製造業 Ｅ２４
はん用機械器具製造業 Ｅ２５
生産用機械器具製造業 Ｅ２６
業務用機械器具製造業 Ｅ２７
電子部品・デバイス・電子回路製造業 Ｅ２８
電気機械器具製造業 Ｅ２９
情報通信機械器具製造業 Ｅ３０
輸送用機械器具製造業 Ｅ３１
その他の製造業 Ｅ３２

電気・ガス・
熱供給・水道業

電気業 Ｆ３３
ガス業 Ｆ３４
熱供給業 Ｆ３５
水道業 Ｆ３６

情報通信業

通信業 Ｇ３７
放送業 Ｇ３８
情報サービス業 Ｇ３９
インターネット附随サービス業 Ｇ４０
映像・音声・文字情報制作業 Ｇ４１

運輸業，郵便業

鉄道業 Ｈ４２
道路旅客運送業 Ｈ４３
道路貨物運送業 Ｈ４４
水運業 Ｈ４５
航空運輸業 Ｈ４６
倉庫業 Ｈ４７
運輸に附帯するサービス業 Ｈ４８
郵便業（信書便事業を含む） Ｈ４９

大分類 中分類 コード

卸売業，小売業

各種商品卸売業 Ｉ５０
繊維・衣服等卸売業 Ｉ５１
飲食料品卸売業 Ｉ５２
建築材料，鉱物・金属材料等卸売業 Ｉ５３
機械器具卸売業 Ｉ５４
その他の卸売業 Ｉ５５
各種商品小売業 Ｉ５６
織物・衣服・身の回り品小売業 Ｉ５７
飲食料品小売業 Ｉ５８
機械器具小売業 Ｉ５９
その他の小売業 Ｉ６０
無店舗小売業 Ｉ６１

金融業，保険業

銀行業 Ｊ６２
協同組織金融業 Ｊ６３
貸金業，クレジットカード業等非預金信用機関 Ｊ６４
金融商品取引業，商品先物取引業 Ｊ６５
補助的金融業等 Ｊ６６
保険業（保険媒介代理業，保険サービス業を含む） Ｊ６７

不動産業，
物品賃貸業

不動産取引業 Ｋ６８
不動産賃貸業・管理業 Ｋ６９
物品賃貸業 Ｋ７０

学術研究，専門・
技術サービス業

学術・開発研究機関 Ｌ７１
専門サービス業（他に分類されないもの） Ｌ７２
広告業 Ｌ７３
技術サービス業（他に分類されないもの） Ｌ７４

宿泊業，
飲食サービス業

宿泊業 Ｍ７５
飲食店 Ｍ７６
持ち帰り・配達飲食サービス業 Ｍ７７

生活関連サービ
ス業，娯楽業

洗濯・理容・美容・浴場業 Ｎ７８
その他の生活関連サービス業 Ｎ７９
娯楽業 Ｎ８０

教育，
学習支援業

学校教育 Ｏ８１
その他の教育，学習支援業 Ｏ８２

医療，福祉
医療業 Ｐ８３
保健衛生 Ｐ８４
社会保険・社会福祉・介護事業 Ｐ８５

複合サービス事業
郵便局 Ｑ８６
協同組合 （他に分類されないもの） Ｑ８７

サービス業
（他に分類され
ないもの）

廃棄物処理業 Ｒ８８
自動車整備業 Ｒ８９
機械等修理業（別掲を除く） Ｒ９０
職業紹介・労働者派遣業 Ｒ９１
その他の事業サービス業 Ｒ９２
政治・経済・文化団体 Ｒ９３
宗教 Ｒ９４
その他のサービス業 Ｒ９５
外国公務 Ｒ９６

公務
（他に分類されるものを除く）

国家公務 Ｓ９７
地方公務 Ｓ９８

分類不能の産業 分類不能の産業 Ｔ９９
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Ⅵ　送付先情報記載用紙の記入方法
　申告書をお送りしている全ての方に「送付先情報記載用紙」をお送りしています。様式中の表面はこちら
からお送りする際の宛名面であり、裏面が「送付先情報記載用紙」となっています。
　①「申告書送付先」又は ③「納税通知書送付先」に変更がある場合には、必ず②又は④の欄に記入のう
え申告書と共に返送をお願いいたします。

＜送付先情報記載用紙の記入方法について＞

【申告書送付先】
①の欄に、現在登録されている『申告書送付先』が記載されています。（納税通知書送付先が登録されている

場合は③と同じ情報が印字され、特に登録が無い場合は「公簿上の住所」が印字されています。）
　申告書送付先の変更を希望される方は、②の欄に新たな申告書送付先の情報を明瞭に記載し、提出してくだ
さい。

【納税通知書送付先】
③の欄に、現在登録されている『納税通知書送付先』が記載されています。（特に登録が無い場合は「公簿上
の住所」が印字されています。）
　変更を希望される方は、④の欄に新たな納税通知書送付先の情報を明瞭に記載し、提出してください。
※�各送付先に変更がある場合は、必ず本様式に記入のうえ提出してください。申告書に変更の記載をされた際は、
改めて本様式を提出いただきます。
※企業の電算処理により申告される場合は、申告書の備考欄に変更後の送付先を記載してください。

送付先情報記載用紙
　申告書の送付先、納税通知書の送付先について、次のとおり管理しています。
　変更がある場合には、送付先を記載の上、償却資産申告書と同封し、返送いただくようお願いします。

申告書等送付番号
30123456789012345

今後の申告書の送付先

丁目番地
ビル名
部屋番号

氏名

郵便番号

都道府県

市区町村

現在の申告書送付先

999-9999
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央〇-〇-〇
〇〇〇〇株式会社　様

今後の納税通知書の送付先

ビル名
部屋番号
氏名

郵便番号

都道府県

市区町村

丁目番地

999-9999
神奈川県横浜市中区本町〇-〇-〇
〇〇〇〇株式会社　様

現在の納税通知書送付先

① ②

③ ④
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Ⅶ　非課税・課税標準の特例について

１ 非課税となる資産
　地方税法第348条、同法附則第14条、同法附則第14条の２に規定する一定の要件を備えた償却資産に
ついては、非課税の扱いとなり、固定資産税が課税されません。このような資産をお持ちの方は、毎年
「非課税適用届出書」を提出してください。記入方法については、右ページを御覧ください。
　なお、「非課税適用届出書」の用紙は、横浜市ウェブサイトからダウンロードしていただくか、横浜
市償却資産センターに御請求ください。

非課税の対象となる償却資産の主な例（地方税法第３４８条）
・社会福祉法人が保護施設の用に供する固定資産（同法第２項第10号）
・社会福祉法人等が小規模保育事業の用に供する固定資産（同法第２項第10号の２）
・社会福祉法人等が児童福祉施設の用に供する固定資産（同法第２項第10号の３）
・社会福祉法人が障害者支援施設の用に供する固定資産（同法第２項第10号の６）
・社会福祉法人等が社会福祉事業の用に供する固定資産（同法第２項第10号の７）※
・更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産（同法第２項第10号の８）
・�介護保険法の規定により包括的支援事業の委託を受けた者が包括的支援事業の用に供する固定資
産（同法第２項第10号の９）
・�児童福祉法の規定により事業所内保育事業の認可を得た者が事業所内保育事業（利用定員が６人
以上）の用に供する固定資産（同法第２項第10号の10）

※�社会福祉事業の実施主体が一般社団法人やNPO法人等の場合は、非課税に該当する団体であることについて神奈
川県等から証明を取得する必要があります。

２ 課税標準の特例の適用をうける償却資産
　地方税法に規定する一定の要件を備える償却資産については、課税標準の特例が適用され固定資産税
が軽減されます。このような資産をお持ちの方は、「償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書」
を提出してください。記入方法については、右ページを御覧ください。
　なお、「償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書」の用紙は、横浜市ウェブサイトからダウンロー
ドしていただくか、横浜市償却資産センターに御請求ください。

課税標準の特例の対象となる償却資産の主な例
・汚水又は廃液の処理施設（法附則第15条第２項第１号）→【特例率】1/3※
・下水道除害施設（法附則第15条第２項第５号）→【特例率】3/4※
・�特定再生可能エネルギー発電設備（法附則第15条第25項）→【特例率】発電設備（太陽光・風力・
水力・地熱・バイオマス）及び出力ワット数により異なります。※
・�令和７年４月１日から令和９年３月31日までの期間に中小事業者等が雇用者給与等支給額を
1.5％以上、又は３％以上とする賃上げ方針を記載した先端設備等導入計画の認定後に導入計画
に基づき取得した資産（法附則第15条第43項）→【特例率】1/2又は1/4
・�令和５年４月１日から令和７年３月31日までの期間に中小事業者等が先端設備等導入計画の認定
後に導入計画に基づき取得した資産（旧法附則第15条第44項）→【特例率】1/2又は1/3

※地方自治体が特例率を条例で定めることができる「わがまち特例」を導入しています。
詳細は横浜市ウェブページをご覧ください。

横浜市 償却資産 わがまち特例 検索
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非課税適用届出書の記入例 非課税となる資産を所有されている方の記入方法

課税標準特例該当資産届出書兼明細書の記入例 課税標準の特例となる資産を
所有されている方の記入方法

法第348条第　　項第 号　

※ 太線内を記入してください。

法第348条第　　項第 号　
法附則第14条第　　項

第　　条第　　項

有　・　無

有　・　無

法第348条第　　項第 号　

資 産 所 在 地

行

数

5

令和　 年　 月　 日

（ 　　区分）

横　浜　市　長

非課税
ｺｰﾄﾞ

3

2

1

添付書類
（関係省庁への
　届出書類等）

資産
の

種類
資 産 の 名 称 等 非 課 税 適 用 条 項

取得年月
耐用
年数

取 得 価 額
非 課 税 事 業
関 連 法 令 等

年
号

年 月

第　　条第　　項

年度固定資産税（償却資産）非課税適用届出書

課 税 分 の 申 告 方 法
（どちらか一方に○）

全資産申告　・　一般申告
（電算申告）　　（増減申告)

（ ）

申告書等送付番号

※ 非課税適用資産をお持ちの場合は、償却資産申告書と一緒にこの届出書を毎年必ず提出してください。記入する枠が足りない場合には別紙でも構いません。

法第348条第 項第 号の
法附則第14条第　　項

第　　条第　　項
法第348条第　　項第 号　

法第348条第　　項第 号　

法附則第14条第　　項
第　　条第　　項

非
課
税
適
用
届
出
書

（ フ リ ガ ナ ）
所 有 者 住 所

（又は納税通知書送達先）

（屋号　 ）

（ フ リ ガ ナ ）
所 有 者 氏 名

こ の 届 出 に 応 答
す る 者 の 連 絡 先

（電話　 ）

事 業 種 目
（ 資 本 金 等 の 額 ）

4

有　・　無

有　・　無

有　・　無

有　・　無

法附則第14条第　　項
第　　条第　　項

法附則第14条第　　項

有　・　無
法附則第14条第　　項

第　　条第　　項

6
法第348条第　　項第 号　

有　・　無
法附則第14条第　　項

第　　条第　　項

7
法第348条第　　項第 号　
法附則第14条第　　項

第　　条第　　項

8

法人にあってはその名称

及び代表者の氏名

非
８ １

中

輸送用機械器具製造業

100,000,000 円

中区長者町〇�〇�〇

6 事業所内保育室用遊具
2 10 10

5 07 04 05768,000 児童福祉法

横浜営業所

045-671-9999

令和 ８

ヨコハマショウキャクコウギョウカブシキガイシャ

横浜償却工業株式会社 代表取締役 償却 次郎

ヨコハマシナカクホンチョウ６チョウメ50バンチ10

横浜市中区本町６丁目50番地10
総務課経理担当 横濱

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

30

該当資産について種類別明細
書に記載したものと同じ内容
を記入してください。

地方税法の適用条項を記入してく
ださい（不明の場合は、どの特例
要件を適用したいかがわかる資料
を添付してください。

当該事業を行うにあたり、関係省
庁等へ届け出た資料、及び許可さ
れた際の許可書などがあれば添付
してください。

当該資産を使用して行ってい
る非課税事業に関する根拠法
令を記入してください。

資産の所在する区を記入してく
ださい。

申告書又はハガキに記載されている申告書等送付番号を記入してくだ
さい。申告書等送付番号が不明な場合は「区コード２ケタ＋６ケタの旧
所有者コード」でも構いません。すべて不明な場合は空欄で結構です。

法第349条の３第 　項　
法附則第15条第　　項 第　　号

条第　　項　

＊　評価額欄は全資産申告の場合のみ記入してください

8

法附則第15条第　　項 第　　号
条第　　項　

法第349条の３第 　項　
法附則第15条第　　項 第　　号

条第　　項　

6

7

法第349条の３第 　項　
法附則第15条第　　項 第　　号

　　条第　　項　

3

法第349条の３第 　項　
法附則第15条第　　項 第　　号

条第　　項　

5
法第349条の３第 　項　

4

法第349条の３第 　項　

こ の 届 出 に 応 答
す る 者 の 連 絡 先

（電話　 ）

法第349条の３第 　項　
法附則第15条第　　項 第　　号

　　条第　　項　

評 価 額

法附則第15条第　　項 第　　号
　　条第　　項　

（ フ リ ガ ナ ）
所 有 者 氏 名

（屋号　 ）

事 業 種 目
（ 資 本 金 等 の 額 ）

（ ）

申告書等送付番号

特例
ｺｰﾄﾞ

法附則第15条第  項 第　　号
条第　　項　

法第349条の３第 　項　

課
税
標
準
特
例
該
当
資
産
届
出
書
兼
明
細
書

※ 太線内を記入してください。

※ 一般申告（増減申告）の場合は新たに特例適用の対象となった資産を、全資産申告の場合は対象資産すべてを記入してください。記入する枠が足りない場合には別紙でも構いません。

特 例 適 用 条 項

2

年
号

年

資産
の

種類

行

数
物 件 番 号

月

取得年月

年度償却資産課税標準特例該当資産届出書兼明細書

耐用
年数

取 得 価 額

1

資 産 の 名 称 等

資 産 所 在 地
課 税 分 の 申 告 方 法
（どちらか一方に○）

全資産申告　・　一般申告
（電算申告）　　（増減申告)

令和　 年　 月　 日

横　浜　市　長

（ 　　区分）

（ フ リ ガ ナ ）
所 有 者 住 所

（又は納税通知書送達先）

特

法人にあってはその名称

及び代表者の氏名

＊

045-671-9999

横浜営業所

輸送用機械器具製造業

100,000,000 円

3 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5

436 105 7ポータブル測定器

中区長者町〇�〇�〇

８ １ 30

中

令和 ８

ヨコハマショウキャクコウギョウカブシキガイシャ

横浜償却工業株式会社 代表取締役 償却 次郎

ヨコハマシナカクホンチョウ６チョウメ50バンチ10

横浜市中区本町６丁目50番地10
総務課経理担当 横濱

356,000 9

該当資産について種類別明細
書に記載したものと同じ内容
を記入してください。

＊評価額は全資産申告の場合
のみ記入してください。

地方税法の適用条項を記入してく
ださい（不明の場合は、どの特例
要件を適用したいかがわかる資料
を添付してください。

資産の所在する区を記入してく
ださい。

申告書又はハガキに記載されている申告書等送付番号を記入してくだ
さい。申告書等送付番号が不明な場合は「区コード２ケタ＋６ケタの旧
所有者コード」でも構いません。すべて不明な場合は空欄で結構です。
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＜システム標準化に伴う申告の際のお願い（注意点）について（再掲）＞

　横浜市では、令和８年１月１日に国が示す標準システムへ移行することに伴い、各種様式や管理項目
等に変更があります。申告書等を調製いただく際、これまでとは取り扱いが異なる点が多くあります。
　これまで、本手引の各頁で記載しておりましたが、特に注意いただきたい点を改めて記載いたします。
　申告内容等をご確認いただきますようお願いいたします。

【申告書・種類別明細書について】
・複写式の廃止
申告書及び種類別明細書の複写式が廃止され、「控用」はありません。
郵送により申告される場合、申告書等に受付印が押印された「控え」が必要な場合は、自ら複写し、
正副２部用意のうえ、返信用封筒（切手貼付済）を同封して御提出ください。

・様式の変更

＜償却資産申告書について＞
○�所有者の欄が細分化され、「住所」と「公簿上の住所又は所在地」の欄に分かれることになりま
した。横浜市では「住所」の欄は納税通知書送達先として管理し、「公簿上の住所又は所在地」
に個人の方は住民基本台帳の住所、法人の方は法人登記簿上の住所を印字します。
　�納税通知書送付先又は申告書送付先に変更がある場合は、償却資産申告書を訂正するのではなく、
「送付先情報記載用紙」を併せて提出してください。（15ページ参照）

○�新様式は機械で読み取りを行うため、チェックボックスは以下の表の「良い例」を参考にして記
入してください。

＜種類別明細書（全資産用・プレ申告用）第26号様式別表１について＞
○�様式の改正によりご自身で記入いただく項目として「異動区分」が追加されました。異動がある
資産は忘れずに記入をお願いします。

○�「増減事由（１新品取得、２中古品取得、３売却、４滅失、５移動、６その他、のいずれか）」
の記入が必要となりましたので、今年度異動がある資産には忘れずに記入をお願いします。

＜種類別明細書（増減資産用）第26号様式別表２について＞
○横浜市では、「第26号様式別表２」は利用しません。
　�申告の際は、第26号様式（償却資産申告書）及び第26号様式別表１（種類別明細書（全資産・プ
レ申告用））でのご申告をお願いします。

良い例

悪い例

チェック記号

左記の例のとおり、丁寧にチェックマークを記載してください。

機械での読み取りができなくなります。

説　明
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Ⅷ　その他関連情報について

１ 申告をしなかった場合・虚偽の申告をした場合
　正当な理由がなく申告をされなかった場合には、地方税法第386条及び横浜市市税条例第58条の規定
により、10万円以下の過料を科されることがあるほか、地方税法第368条の規定により、不足額に加え
て延滞金を徴収する場合があります。また、虚偽の申告をされた場合には、地方税法第385条の規定に
より、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を科されることがあります。

２ 実地調査のお願い
　申告書受理後、償却資産の申告内容が適正であることを確認するために、地方税法第353条及び第408
条の規定により、実地調査を行うことがありますので、その際は御協力をお願いします。なお、検査拒
否にあたる場合には、地方税法第354条の規定により、１年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金を科さ
れることがあります。
　また、実地調査等に伴い、申告内容の修正をお願いすることがあります。その場合現年度だけでなく
５年度分まで遡及して修正することもありますので、御了承ください。過年度分について追加課税と
なった場合は、通常と異なり、納期は１回となります。そのほか調査の結果により、家屋の評価を変更
する場合があります。

３ 国税資料等の閲覧について
　横浜市では地方税法第354条の２の規定により、所得税又は法人税に関する書類について閲覧を行っ
ています。閲覧した書類の内容と、横浜市への申告内容に差異が見受けられた場合は、実地調査を含め
個別に確認させていただきますので御協力をお願いします。なお、調査の結果により賦課決定を行う
場合もありますのであらかじめ御了承ください。

４ 建物附属設備・特定附帯設備の取扱いについて
（１）自己所有家屋に取り付けた建物附属設備
ア　建物附属設備の家屋と償却資産の区分（次ページの区分表を参照してください。）
　�　自己所有家屋に取り付けた建物附属設備は、固定資産税の取扱い上、次により家屋と償却資産と
に区分して課税されます。

償却資産として区分されるため
申告の対象となるもの

単に移動を防止する程度に家屋に取り付けられたもの又は独立した
機器として性格の強いもの

家屋として区分されるため申告
の対象とはならないもの

家屋と構造上一体となって家屋の効用を高める電気設備、ガス設備、
給排水設備、衛生設備、消火設備、空調設備

イ　特定の生産又は業務用の設備等の取扱い
　�　特定の生産活動を行うために必要な動力源装置、熱源装置、水処理装置、汚水処理装置、冷却装
置、動力配線・配管、コンセント、ガス配管、給排水配管、給排気設備、エアー配管、油配管、照
明設備等及びその附属設備は、償却資産となります。例えば、工場内で製造用機械を動かすための
動力配線設備、ガスバーナー用のガス配管、工業用水道配管や汚水配管、精密機械工場内の空調設
備や集塵設備、熱処理用のボイラー設備、コンピュータ室（人が作業することが想定されない部屋）
に設置されている大型コンピュータを冷却するための専用空調設備等が該当します。
　�　ただし、事務室の照明用電気配線や生活用の上下水道配管、冷暖房用空調配管、ガス配管等は家
屋の評価対象となりますので、償却資産申告の対象外です。

（２）賃借人等の方が取り付けた内装、造作、建築設備等の資産（特定附帯設備）
　�　賃貸ビルなどを借り受けて事業をされている方（テナントの方）が自らの事業を営むために取り付
けた電気設備、ガス設備、給排水設備、衛生設備等や外壁、内壁、天井、床等の仕上げ及び建具、配線・
配管等のことを特定附帯設備といいます。
　�　特定附帯設備は、地方税法第343条第10項及び横浜市市税条例第41条第10項の規定により、テナン
トの方が償却資産として申告してください。
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（３）家屋と償却資産の区分表
　主な設備等を例示しますと、次のとおりです。
　家屋と設備等の所有関係が異なる（テナント等）場合は、当該設備等はすべて償却資産申告の対象です。

設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容

家屋と設備等の所有関係が同じ場合
（自己所有家屋に取り付けた設備等）

家屋
として評価

償却資産
として申告

建 築 工 事 内装・造作等 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式

電 気 設 備

受変電設備 設備一式（キュービクル等）
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等
中央監視設備 設備一式

電灯コンセント設備、
照明器具設備

屋外設備一式
屋内設備一式

電力引込設備 引込工事

動力配線設備
特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備（エレベータ・空調設備用等）

電話設備
電話機、交換機等の機器
配管・配線、端子盤等

LAN設備 設備一式

放送・拡声設備
マイク、スピーカー、アンプ等の機器
配管・配線等

監視カメラ
（ITV）設備

受像機（テレビ）、カメラ、録画装置等の機器
配管・配線等

避雷設備 設備一式
火災報知設備 設備一式

給排水衛生設備

給排水設備
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備
屋内の配管等、高架水槽、受水槽、ポンプ等

給湯設備
局所式給湯設備（洗面台等に直結の電気温水器等）
局所式給湯設備（ユニットバス用等、給湯配管を
伴うもの）、中央式給湯設備

ガス設備
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備
屋内の配管等

衛生設備 設備一式（洗面器、大小便器等）

消火設備
消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ等
消火栓設備、スプリンクラー設備等

空 調 設 備
空調設備

ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備

換気設備
特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備

その他の設備等

運搬設備
工場用ベルトコンベア、垂直搬送機
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降
機（ダムウェーター）等

厨房設備
顧客の求めに応じるサービス設備（飲食店・ホテル・
百貨店等）、寮・病院・社員食堂等の厨房設備
上記以外の設備（給湯室のミニキッチン等）

その他の設備

冷凍・冷蔵倉庫における冷却装置、ろ過装置、
POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、
袖看板、簡易間仕切（衝立）、機械式駐車設備（ター
ンテーブルを含む）、駐輪設備、ゴミ処理設備、メー
ルボックス、カーテン・ブラインド等

外 構 工 事 外構工事 工事一式（舗装・門・塀・緑化施設等）
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（３）家屋と償却資産の区分表
　主な設備等を例示しますと、次のとおりです。
　家屋と設備等の所有関係が異なる（テナント等）場合は、当該設備等はすべて償却資産申告の対象です。

設備等の種類 設備等の分類 設備等の内容

家屋と設備等の所有関係が同じ場合
（自己所有家屋に取り付けた設備等）

家屋
として評価

償却資産
として申告

建 築 工 事 内装・造作等 床・壁・天井仕上、店舗造作等工事一式

電 気 設 備

受変電設備 設備一式（キュービクル等）
予備電源設備 発電機設備、蓄電池設備、無停電電源設備等
中央監視設備 設備一式

電灯コンセント設備、
照明器具設備

屋外設備一式
屋内設備一式

電力引込設備 引込工事

動力配線設備
特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備（エレベータ・空調設備用等）

電話設備
電話機、交換機等の機器
配管・配線、端子盤等

LAN設備 設備一式

放送・拡声設備
マイク、スピーカー、アンプ等の機器
配管・配線等

監視カメラ
（ITV）設備

受像機（テレビ）、カメラ、録画装置等の機器
配管・配線等

避雷設備 設備一式
火災報知設備 設備一式

給排水衛生設備

給排水設備
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備
屋内の配管等、高架水槽、受水槽、ポンプ等

給湯設備
局所式給湯設備（洗面台等に直結の電気温水器等）
局所式給湯設備（ユニットバス用等、給湯配管を
伴うもの）、中央式給湯設備

ガス設備
屋外設備、引込工事、特定の生産又は業務用設備
屋内の配管等

衛生設備 設備一式（洗面器、大小便器等）

消火設備
消火器、避難器具、ホース及びノズル、ガスボンベ等
消火栓設備、スプリンクラー設備等

空 調 設 備
空調設備

ルームエアコン（壁掛型）、特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備

換気設備
特定の生産又は業務用設備
上記以外の設備

その他の設備等

運搬設備
工場用ベルトコンベア、垂直搬送機
エレベーター、エスカレーター、小荷物専用昇降
機（ダムウェーター）等

厨房設備
顧客の求めに応じるサービス設備（飲食店・ホテル・
百貨店等）、寮・病院・社員食堂等の厨房設備
上記以外の設備（給湯室のミニキッチン等）

その他の設備

冷凍・冷蔵倉庫における冷却装置、ろ過装置、
POSシステム、広告塔、ネオンサイン、文字看板、
袖看板、簡易間仕切（衝立）、機械式駐車設備（ター
ンテーブルを含む）、駐輪設備、ゴミ処理設備、メー
ルボックス、カーテン・ブラインド等

外 構 工 事 外構工事 工事一式（舗装・門・塀・緑化施設等）

　固定資産税（償却資産）と国税では取扱いが異なる点がありますので、御留意ください。
　法人税・所得税との比較

項　　　目 固定資産税（償却資産）の取扱い 国税の取扱い（法人税・所得税）

償 却 計 算 の 期 間 暦年（賦課期日制度） 事　業　年　度

減 価 償 却 の 方 法

一般の資産は定率法を適用（固定
資産評価基準に定められた減価率
を用いる）
※法人税法等の旧定率法で用いる
減価率と同様。

旧定率法、旧定額法等の選択制度
（建物については旧定額法）

定率法、定額法等の選択制度
（建物並びに平 年４月１日
以後に取得する建物附属設備及
び構築物は定額法）

前年中の新規取得資産 半年償却（１／２） 月 割 償 却

圧 縮 記 帳 の 制 度 認められません。 （注１） 認められます。

特 別 償 却 ・ 割 増 償 却 認められません。 認められます。（租税特別措置法）

増 加 償 却 認められます。 認められます。（法人税法・所得税法）

評 価 額 の 最 低 限 度 取得価額の100分の５ 備忘価額（１円）まで

改 良 費
（ 資 本 的 支 出 ）

区分評価
（改良を加えられた資産と改良費
を区分して評価） （注２）

原則区分評価

少額の減価償却資産
（使用可能期間が１年未満又は

一時の損金又は必要な経費に算入
したものは課税対象外  （注３）

（注６）

一時の損金算入が可能又は必要な
経費に算入するものとする
（法人税法施行令 条又は所得

一括償却資産
（取得価額 円未満の
減価償却資産）

３年間で損金又は必要な経費に算
入したものは課税対象外 （注４）

（注６）

３年間で損金又は必要な経費に算
入が可能
（法人税法施行令 条の２又は

即時償却資産
（中小企業者等の方が租税
特別措置法を適用して取得

満の減価償却資産）

課税対象になります。 （注５）

取得価額に相当する金額を損金又
は必要な経費に算入が可能
（租税特別措置法 条の２又は

（注１）圧縮記帳の制度は認められていませんので、圧縮前の取得価額としてください。
（注２）平 度税制改正により、国税における改良費の取扱いは変わりましたが、固定資産税（償却資産）におけ

る取扱いには変更はありません。
（注３）法人は減価償却することもできますが、この場合は固定資産税（償却資産）の課税対象となりますので、耐用

年数省令に応じた耐用年数を記入のうえ申告してください。
（注４）法人又は個人の方は本来の耐用年数を用いて毎年減価償却することもできますが、この場合は固定資産税（償

却資産）の課税対象となりますので、耐用年数省令に応じた耐用年数を記入のうえ申告してください。
（注５）中小企業者に該当する法人又は個人の青色申告者の方等が、平 ４月１日から令和８年３ までの間

万円未満の減価償却資産を取得された場合、その全額を損金又は必要な経費に算入することができます
（平成18年４月１日以降は上限300万円まで）。ただし、取得価額が10万円未満で中小企業特例を適用できるの
は、平成15年４月１日から平成18年３月31日までに取得した資産となります。固定資産税（償却資産）上は、こ
の規定により損金又は必要な経費に算入された減価償却資産については課税対象になりますので、耐用年数省令
に応じた耐用年数を記入のうえ申告してください。

（注６）令和４年４月１日以降に取得し、かつ、貸付け（主要な業務として行われるものを除く。）の用に供した資産
は、取扱いが変更となりましたので御注意ください。

５



− 22 −

Ⅸ　償却資産の評価額及び税額の計算方法について

　申告していただいた資産を１件ずつ資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして計算し評価
額を算出します。

ア　前年中に取得のもの
　　取得価額×前年中取得のものの減価残存率＝評価額
イ　前年前に取得のもの
　　前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率＝評価額

１　　評価額の計算方法

　以後、毎年この方法により計算し評価額が取得価額の５％になるまで償却します。算出した評価
額が取得価額の５％未満になる場合は、取得価額の５％の額が評価額となります。

［減価残存率表］ （これは固定資産税に係る残存率表です。）

区分 減価残存率 区分 減価残存率 区分 減価残存率

前年中
取得の
もの

前年前
取得の
もの

前年中
取得の
もの

前年前
取得の
もの

前年中
取得の
もの

前年前
取得の
もの

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

―   

※ ｒとは、当該償却資産の耐用年数に応ずる減価率です。
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Ⅸ　償却資産の評価額及び税額の計算方法について

　申告していただいた資産を１件ずつ資産の取得時期、取得価額及び耐用年数を基本にして計算し評価
額を算出します。

ア　前年中に取得のもの
　　取得価額×前年中取得のものの減価残存率＝評価額
イ　前年前に取得のもの
　　前年度評価額×前年前取得のものの減価残存率＝評価額

１　　評価額の計算方法

　以後、毎年この方法により計算し評価額が取得価額の５％になるまで償却します。算出した評価
額が取得価額の５％未満になる場合は、取得価額の５％の額が評価額となります。

［減価残存率表］ （これは固定資産税に係る残存率表です。）

区分 減価残存率 区分 減価残存率 区分 減価残存率

前年中
取得の
もの

前年前
取得の
もの

前年中
取得の
もの

前年前
取得の
もの

前年中
取得の
もの

前年前
取得の
もの

耐用
年数

耐用
年数

耐用
年数

―   

※ ｒとは、当該償却資産の耐用年数に応ずる減価率です。

［例えば］
　（耐用年数４年、前年中の取得のものの減価残存率  ……  0.781）
　（耐用年数４年、前年前の取得のものの減価残存率  ……  0.562）
令和８年度 ＝ × 0.781 ＝ 
令和９年度 ＝ × 0.562 ＝ 
令和10年度 ＝ × 0.562 ＝ 
令和11年度 
令和12年度 
令和13年度 

＝ × 0.562 ＝ 
＝ × 0.562 ＝ 
＝ × 0.562 ＝  ＜ 

※ より小さくなりますので、

までに市長が価格（評価額）を決定します。
　なお、償却資産の価格等を決定しますと、償却資産課税台帳に登録し、その旨を公示します。
　この価格に不服のある方は、公示の日から納税通知書の交付を受けた日後３か月までの間、審査の申
出をすることができます。

２　　価格の決定

３　　税額の計算方法
税　　　額 課 税 標 準 額 ※＝ 税　率（1.4％）×

。

免　税　点

［例えば］
Ａ区とＢ区に資産をお持ちのＣ社の場合
Ａ区所在の資産の合計の課税標準額が → 課税されず、納税通知書及び納付書は発送されません。
Ｂ区所在の資産の合計の課税標準額が  → 課税され、納税通知書及び納付書が発送されます。

■インターネットを利用して、自宅やオフィスなどから申告等の手続きを行うことができます。

■利用届出（新規）を提出後、直ちに電子申告を利用することができます。

■PCdeskで固定資産税（償却資産）申告データのCSV取り込みによる作成が可能です。

申告書の提出は　　　　　による電子申告を御利用ください！

●ホームページ：https://www.eltax.lta.go.jp/
●電　　　話：0570－081459（ハイシンコク）

エルタックス 検索

IP 電話や PHS 

※申告データ等の作成に係る具体的な操作方法についても、eLTAXヘルプデスクまで
　お問い合わせください！

＊ の御利用開始・利用方法は、eLTAXヘルプデスクまでお問い合せください!

令和７

令和13年度

03-6745-0720



納付は   による電子納付を御利用ください！
地方税共同機構が運営する「ｅLTAX」を利用し、窓口に出向かずに全ての
地方公共団体へ、一括で電子納付することができます！
【横浜市の対象税目】
地 方 税 お 支 払 サ イ ト	：固定資産税（償却資産）、固定資産税・都市計画税（土地・家屋）、
	 　個人市民税・県民税・森林環境税（普通徴収）、軽自動車税（種別割）
ｅLTAX対応ソフトウェア	：�個人市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）、個人市民税・県民税（退職所得）、

法人市民税、事業所税、市たばこ税、入湯税

【納付方法】
インターネットバンキング、クレジットカード、ダイレクト納付、ATM（※１）、スマホ決済（※２）
※１ ATM は、ペイジー対応機種に限ります。
※２ スマホ決済は、地方税お支払サイト対応税目に限ります。

　　詳しくはホームページを御確認ください。
　　（https://www.eltax.lta.go.jp/）

横浜市中区山下町２番地
　　　　産業貿易センタービル５階

横浜市償却資産センター　行

（この封筒に入っている申告書の区に○印を付けてください。）

鶴見　神奈川　西　中　南　港南　保土ケ谷　旭　磯子
金沢　港北　緑　青葉　都筑　泉　栄　戸塚　瀬谷 令和７年12月発行

発行／横浜市財政局主税部固定資産税課

横浜　償却資産のページ

お問合せ先
横浜市償却資産センター（財政局償却資産課）

横浜市中区山下町２番地  産業貿易センタービル５階
電　話　　045（671）4384
ファックス　045（663）9347
Ｅメール　za-shoukyakushisan@city.yokohama.lg.jp

検索

申告書の提出前に次の確認をお願いします。
□ 申告書：資産所在地の記入及び✓マークはありますか？
□ 申告書：マイナンバー（個人番号）又は法人番号の記入はありますか？
□ 種類別明細書：異動区分の記入はありますか？
□ 種類別明細書：増加資産の耐用年数の記入はありますか？
□ 種類別明細書：増減事由の欄（１から６）の記入はありますか？
□ 受付印を押印した控えが必要な場合、提出用をコピーした控えはありますか？
□ 必要な料金分の切手を封筒に貼ってありますか？
非課税、特例の対象資産をお持ちの場合は、同時に届出書の提出をお願いします。

チェック

↓申告書を郵送で提出する場合は、こちらのラベルを封筒に貼付し御利用ください。

エルタックス 検索




